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いるものの、障害者・障害児に関する歯科口腔保健をさらに推進するた

めに、地方公共団体における更なる取り組みが必要である。このため、

都道府県における障害者・障害児に対する歯科口腔保健事業の実施状況

についてストラクチャー指標として評価する本指標を参考指標とする。 

目標値の考え方 本指標は、都道府県が指標に係る取組を実施することで達成できる内容

となっている。このため、全都道府県が指標の内容を実施することを目

標とし、47都道府県を数値目標として設定する。 

 

要介護高齢者に関する歯科口腔保健事業を実施している都道府県数 

現状値 26都道府県（令和４年度） 

目標値 47都道府県 

データソース 厚生労働省事業 

指標の考え方 令和４年度厚生労働省事業（歯科口腔保健に関する予防強化推進モデル

事業）の調査結果によると、要介護高齢者に関する歯科口腔保健事業を

実施している都道府県は 26都道府県であった。要介護高齢者に関する

歯科口腔保健については、目標として要介護高齢者が利用する施設にお

ける歯科検診の実施状況についてアウトカム指標が設定されているも

のの、要介護高齢者に関する歯科口腔保健をさらに推進するために、地

方公共団体における更なる取り組みが必要である。このため、都道府県

における要介護高齢者に対する歯科口腔保健事業の実施状況について

ストラクチャー指標として評価する本指標を参考指標とする。 

目標値の考え方 本指標は、都道府県が指標に係る取組を実施することで達成できる内容

となっている。このため、全都道府県が指標の内容を実施することを目

標とし、47都道府県を数値目標として設定する。 

 

在宅等で生活等する障害者・障害児に関する歯科口腔保健事業を実施している都道府県数 

現状値 16都道府県（令和４年度） 

目標値 47都道府県 

データソース 厚生労働省事業 

指標の考え方 令和４年度厚生労働省事業（歯科口腔保健に関する予防強化推進モデル

事業）の調査結果によると、在宅等で生活等する障害者・障害児に関す

る歯科口腔保健事業を実施している都道府県は 16都道府県であった。

障害者・障害児に関する歯科口腔保健については、目標として障害者・

障害児が利用する施設における歯科検診の実施状況についてアウトカ

ム指標が設定されているものの、在宅等で生活等する者に対する指標は

設定されていない。在宅等で生活等する障害者・障害児に関する歯科口

腔保健をさらに推進するために、地方公共団体における更なる取り組み

が必要である。このため、都道府県における在宅等で生活等する障害者・
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障害児に対する歯科口腔保健事業の実施状況についてストラクチャー

指標として評価する本指標を参考指標とする。 

目標値の考え方 本指標は、都道府県が指標に係る取組を実施することで達成できる内容

となっている。このため、全都道府県が指標の内容を実施することを目

標とし、47都道府県を数値目標として設定する。 

 

在宅等で生活等する要介護高齢者に関する歯科口腔保健事業を実施している都道府県数 

現状値 12都道府県（令和４年度） 

目標値 47都道府県 

データソース 厚生労働省事業 

指標の考え方 令和４年度厚生労働省事業（歯科口腔保健に関する予防強化推進モデル

事業）の調査結果によると、在宅等で生活等する要介護高齢者に関する

歯科口腔保健事業を実施している都道府県は 12都道府県であった。要

介護高齢者に関する歯科口腔保健については、目標として要介護高齢者

が利用する施設における歯科検診の実施状況についてアウトカム指標

が設定されているものの、在宅等で生活等する者に対する指標は設定さ

れていない。在宅等で生活等する要介護高齢者に関する歯科口腔保健を

さらに推進するために、地方公共団体における更なる取り組みが必要で

ある。このため、都道府県における在宅等で生活等する要介護高齢者に

対する歯科口腔保健事業の実施状況についてストラクチャー指標とし

て評価する本指標を参考指標とする。 

目標値の考え方 本指標は、都道府県が指標に係る取組を実施することで達成できる内容

となっている。このため、全都道府県が指標の内容を実施することを目

標とし、47都道府県を数値目標として設定する。 

 

医科歯科連携に関する事業を実施している都道府県数 

現状値 27都道府県（令和４年度） 

目標値 47都道府県 

データソース 厚生労働省事業 

指標の考え方 令和４年度厚生労働省事業（歯科口腔保健に関する予防強化推進モデル

事業）の調査結果によると、医科歯科連携に関する研修事業又は普及啓

発事業を実施している都道府県は 27都道府県であった。口腔・顎・顔

面の発育不全を有する者、糖尿病等の生活習慣病を有する者、禁煙を希

望する者、妊産婦、がん患者等に対する周術期管理が必要な者等に対す

る医科歯科連携を積極的に図っていくことにより、歯科口腔保健の更な

る推進が期待されるため、地方公共団体における更なる取り組みが必要

である。このため、都道府県における在宅等で生活等する要介護高齢者

に対する歯科口腔保健事業の実施状況についてストラクチャー指標と
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して評価する本指標を参考指標とする。 

目標値の考え方 本指標は、都道府県が指標に係る取組を実施することで達成できる内容

となっている。このため、全都道府県が指標の内容を実施することを目

標とし、47都道府県を数値目標として設定する。 

 

第８節 補完的指標の考え方 

 補完的指標は、歯・口腔の健康づくりプランにおいて、告示で示した指標の測定に用いる

公的統計が実施できない場合に、補完的に評価等に活用しうる指標である。なお、本指標に

ついては、追って検討することとしている。 
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第５章 都道府県及び市町村の歯科口腔保健の基本的事項の策定に関する事項 

第１節 歯科口腔保健推進に関する目標・計画の設定及び評価 

都道府県は、歯科口腔保健の推進に関する法律等に基づき講ぜられる歯科口腔保健の推進

に関する施策について、市町村等の関係機関・関係者との円滑な連携の下に、それらの総合

的な実施のための方針、目標・計画その他の基本的事項を定めるよう努めなければならない。 

また、都道府県及び市町村は、歯科口腔保健の基本的事項の策定に当たり、第４章に掲げ

た国が国民の歯科口腔保健について設定する目標・計画等を勘案しつつ、地域の状況に応じ

て、独自に到達すべき目標・計画等を設定する。なお、都道府県は各都道府県内の市町村別

等の地域の状況を、市町村は各市町村内の地域別の状況を把握し、各地域における歯・口腔

に関する健康格差の縮小のための目標・計画等を設定することに努めるとともに、効率的な

歯科口腔保健施策の推進に取り組むものとする。 

設定した目標については、継続的に数値の推移等の調査及び分析を行い、計画及び諸活動

の成果を適切に評価することで、設定した目標の達成に向け、必要な施策を行うよう努める。

さらに、中間評価及び最終評価を行うこと等により、定期的に、目標を達成するための計画

及び諸活動の成果を適切に評価するとともに必要な改定を行い、その後の歯科口腔保健の推

進に係る施策に反映させるよう努めるものとする。 

第２節 目標、計画策定の留意事項 

都道府県及び市町村における歯科口腔保健の基本的事項の策定に当たっては、次の事項に

留意する必要がある。 

１ 都道府県は、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者、介護関係者、福

祉関係者等の一体的な取組を推進する観点から、これらの関係者の連携の強化について

中心的な役割を果たすとともに、地域の状況に応じた歯科口腔保健の基本的事項を策定

するよう努めること。また、都道府県内の市町村等の地域における歯科口腔保健に関する

情報等を広域的に収集、管理及び分析するための体制を整備し、市町村の歯科口腔保健の

推進のための取組状況を評価し、その情報を市町村等へ提供するとともに、歯科口腔保健

に関する施策の推進や評価等の取組に必要な技術的援助を与えることに努めること。 

２ 保健所は、所管区域に係る歯科口腔保健に関する情報を収集、管理及び分析し、提供す

るとともに、地域の状況に応じ、市町村における基本的事項策定の支援を行うとともに、

歯科口腔保健に関する施策の推進や評価等の取組を支援するよう努めること。 

３ 市町村は、歯科口腔保健の基本的事項を策定するに当たっては、都道府県と連携しつつ

策定するよう努めること。 

４ 都道府県及び市町村は、目標・計画の設定及び評価において、調査分析等により実態把

握が可能であって科学的根拠に基づいた目標を設定し、また、障害者・障害児、要介護高

齢者等で、在宅で生活する者等であって、定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが

困難な者やその家族を含めた地域住民が主体的に参加し、その意見を積極的に反映でき

るよう留意するとともに、地域の状況に応じて、保健、医療又は福祉に関する団体、大学、

研究機関等との連携を図るよう努めること。また、地域間等の健康格差にも留意しつつ、



 

55 

効率的な歯科口腔保健施策の推進に取り組むよう努めること。その他、目標を設定するに

際し、参考指標についても参考とすること。 

５ 都道府県及び市町村は、歯科口腔保健の基本的事項の策定に当たっては、健康増進法に

規定する都道府県健康増進計画、地域保健法（昭和 22年法律第 101号）に規定する地域

保健対策の推進に関する基本指針、医療法（昭和 23年法律第 205号）の規定に基づき都

道府県が策定する医療計画（以下「医療計画」という。）、高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和 57年法律第 80号）に規定する都道府県医療費適正化計画、介護保険法（平成９

年法律第 123 号）に規定する都道府県介護保険事業支援計画、がん対策基本法（平成 18

年法律第 98号）に規定する都道府県がん対策推進計画、健康寿命の延伸等を図るための

脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法（平成 30 年法律第 105 号）

に規定する都道府県循環器病対策推進計画、成育過程にある者及びその保護者並びに妊

産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する

法律（平成 30年法律第 104号）に規定する成育医療等の提供に関する施策の総合的な推

進に関する基本的な方針、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）に規定する都道府県地

域福祉支援計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第 123号）に規定する都道府県障害福祉計画等との調和に配慮すること。 

  



 

56 

第６章 歯科口腔保健を担う人材の確保・育成に関する事項 
国及び地方公共団体においては、歯科専門職である歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士

並びに歯科口腔保健を担当する医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、言語聴

覚士、管理栄養士、栄養士、介護支援専門員その他の職員の確保及び資質の向上に努める必

要がある。また、歯科口腔保健に関して、国民に対する正しい知識の普及啓発、科学的根拠

に基づいた課題の抽出、施策立案及びＰＤＣＡサイクルに沿った取組の実施等を適切に実施

できる人材の育成に努める。さらに、歯科口腔保健がより円滑かつ適切に実施できるよう、

関係団体・関係機関等との調整、歯科口腔保健の計画・施策への参画及び当該事業の企画・

調整を行う質の高い歯科口腔保健を担当する人材として、歯科専門職の育成及び確保等に努

める。なお、歯科専門職は、地域の公衆衛生を担う観点から、歯科口腔保健のみならず、他

領域等との連携をマネジメントする能力を習得するように努める。 

また、これらの人材の確保及び資質の向上を図るため、国において総合的な企画及び調整

等に係る能力の養成に重点を置いた研修の充実を図るとともに、都道府県において、市町村、

医療保険者、地域の歯科医師会・医師会等の関係団体と連携しつつ、最新の科学的知見に基

づく研修の充実を図ることが必要である。 

さらに、歯科口腔保健の推進には、地域のボランティアの役割も重要であるため、主体的

に歯科口腔保健に取り組むボランティアを養成する体制を推進することも重要である。 
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第７章 調査及び研究に関する基本的な事項 

第１節 調査の実施及び活用 

国は、歯科口腔保健を推進するための目標・計画を適切に評価するため、その設定期間や、

評価の時期を勘案して、原則として４年ごとに歯科疾患実態調査等を実施する。 

また、国、地方公共団体等は、歯科疾患実態調査、国民健康・栄養調査、学校保健統計調

査、公的健康診査及び保健指導の結果、レセプト情報・特定健診等情報データベースその他

の各種統計等を基に、個人情報の保護に留意しつつ、現状分析を行うとともに、これらを歯

科口腔保健の推進に関する施策の評価に十分活用する。 

さらに、国は、各地域で行われている施策等を把握し、国民等に対し情報提供するととも

に、評価を行うものとする。また、地方公共団体等は、得られた情報を歯科口腔保健の推進

に活用できる形で地域住民に提供するよう努める。 

 

第２節 研究の推進 

国、地方公共団体、大学、研究機関、学会等は、効果的な国民の歯科口腔保健の状況の改

善に資するよう、口腔の健康と全身の健康との関係、歯・口腔に関する健康格差の縮小、口

腔の健康と生活習慣との関係、口腔の健康や歯科保健医療施策と医療費・介護費との関係及

び歯科疾患に係るより効果的な予防・治療法等についての研究を連携しつつ推進し、その研

究結果の施策への反映を図るとともに、国民等に対し的確かつ十分に情報提供するものとす

る。 

この際、個人情報について適正な取扱いをすることが必要であることを認識し、個人情報

の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）、統計法（平成 19年法律第 53号）、医療分野

の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律（平成 29年法律第 28号）、その

他個人情報の保護に関する法律の趣旨を踏まえて制定される地方公共団体の条例等を遵守

する。 

さらに、国及び地方公共団体は、保健、医療又は福祉に関する団体、研究機関、大学、学

会、企業等との連携のもと、デジタルトランスフォーメーションを踏まえつつ、ＩＣＴやデ

ータヘルス等を活用して、全国規模で健康情報を収集・分析し、効果的な歯科口腔保健の推

進に関する施策を実施できる仕組みを構築するよう努める。 
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第８章 その他歯科口腔保健の推進に関する事項 

第１節 歯科口腔保健に関する正しい知識の普及に関する事項 

歯科口腔保健の推進には、基本的に国民一人一人の意識と行動の変容が重要である。国民

の主体的な取組を支援していく上では、歯科口腔保健及び歯科保健医療の重要性に関する基

本的な理解を深めるための十分かつ的確な情報提供が必要である。このため、国及び地方公

共団体が行う情報提供については、その内容が科学的知見に基づいたものであり、分かりや

すく、取組に結びつきやすい魅力的、効果的かつ効率的なものとなるよう工夫する。併せて、

学校教育、マスメディア等の多様な経路を活用して情報提供を行うことも重要である。 

また、歯・口腔の健康に係る生活習慣に関する正しい知識の普及に当たっては、生活習慣

や社会環境が歯・口腔の健康に及ぼす影響についても認識を高めることができるよう工夫す

る。 

なお、歯科口腔保健に関する正しい知識の普及に当たっては、特定の内容が強調され、誤

った情報として伝わることがないよう留意する。 

さらに、歯科口腔保健の一層の推進を図るため、「歯と口の健康週間」、「８０２０（ハチ

マルニイマル）運動」等を活用していく。 

 

第２節 歯科口腔保健を担う者の連携及び協力に関する事項 

地方公共団体においては、歯科口腔保健を担当する地方公共団体の職員だけでなく、歯科

医師、歯科衛生士、歯科技工士、医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、言語

聴覚士、管理栄養士、栄養士、地域保健担当者、学校保健担当者、介護職員等の歯科口腔保

健を担う全ての者が情報を共有して連携・協力する体制の確保・整備に努める必要がある。 

医療保険者、医療機関（歯科の標榜の有無に関わらず全ての病院及び診療所を含む。）、歯

科医師会・医師会・薬剤師会等の職能団体、障害者支援施設、障害児入所施設、介護保険施

設、教育関係機関（教育委員会等を含む。）、大学、研究機関、学会、マスメディア、企業及

びボランティア団体等は、国及び地方公共団体が講ずる歯科口腔保健の推進に関する施策に

協力するとともに、地方公共団体は保健所、市町村保健センター、児童相談所等を含めた歯

科口腔保健を担う関係団体・関係機関等から構成される中核的な推進組織を設置する等、互

いに連携・協力して、歯科口腔保健を推進することが望ましい。 

特に、口腔・顎・顔面の発育不全を有する者、糖尿病等の生活習慣病を有する者、禁煙を

希望する者、妊産婦、がん患者等に対する周術期管理が必要な者等に対する医科歯科連携を

積極的に図っていくことにより、歯科口腔保健の推進が期待される。障害者・障害児、要介

護高齢者等に対する歯科口腔保健の推進に当たっては、地域の病院や主治医を含む関係団

体・関係機関・関係者等との緊密な連携体制を構築することが望ましい。 

また、併せて、産業保健と地域保健が協力して行う取組の中で、全身の健康のために歯・

口腔の健康が重要であるという認識を深めていくことが望ましい。 
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第３節 大規模災害時の歯科口腔保健に関する事項 

 災害発生時には、避難生活等において口腔内の清掃不良等によりリスクが高くなる誤嚥性

肺炎の発症等の二次的な健康被害を予防することが重要であり、平時から国民や歯科口腔保

健の関係者に対して、災害時における歯科口腔保健の重要性について普及啓発活動に努める

必要がある。 

 また、地方公共団体においては、大規模災害時に必要な歯科保健サービスを提供できる体

制構築に平時から努める必要があり、災害時に対応できる歯科専門職や災害発生時の歯科保

健活動ニーズを把握する人材の育成に努めるとともに、地域の職能団体等の関係団体と連携

するように努めることとする。なお、大規模災害時の歯科口腔保健等に関する活動の指針等

を策定する等の対応を行うことが望ましい。
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付録１ 部会・専門委員会開催状況 

 

厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 

回数（開催日） 議題等 

第 43回 

（令和３年１月 21日） 

⚫ 「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の最終評価 

⚫ 「次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の策定の進め方につい

て 等 

第 45回 

（令和４年８月３日） 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項策定に向けた検討の進め方

について 等 

第 47回 

（令和４年 11月 24日） 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の骨子（案）等について 等 

第 51回 

（令和５年３月 13日） 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（歯・口腔の健康づくりプ

ラン）案について 

 

歯科口腔保健の推進に関する専門委員会 

  

回数（開催日） 議題等 

第 12回 

（令和４年 9月 27日） 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定の進め方につい

て 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項のパーパス・グランド

デザイン等について 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の方向性について 等 

第 13回 

（令和４年 10月 24日） 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項のパーパス・グランド

デザイン等について 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の構成等について 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項における目標・指標に

ついて 等 

第 14回 

（令和４年 11月 18日） 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項のパーパス・グランド

デザイン・ロジックモデル等について 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項における目標・指標に

ついて 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の骨子案について 等 

第 15回 

（令和４年 12月 23日） 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項における目標値につい

て 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の骨子案について 等 

第 16回 

（令和５年２月 10日） 

⚫ 次期歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（素案）について 等 


